
１ 

令和４年（措）第２号 

排 除 措 置 命 令 書 

名宛人 別表１の名宛人目録記載のとおり 

公正取引委員会は，上記の者らに対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとお

り命令する。 

なお，主文，理由，別紙１及び別表２中の用語のうち，別紙２「用語」欄に掲

げるものの定義は，別紙２「定義」欄に記載のとおりである。 

主    文 

１ 別表１記載の２５社（以下「２５社」という。）は，

それぞれ，次の事項を，取締役会（会社法（平成１７年

法律第８６号）第２条第７号に規定する取締役会設置会

社でない場合にあっては，株主総会）において決議しな

ければならない。 

(1) 別紙１記載のデータプリントサービス（以下「特定

データプリントサービス」という。）について，２５

社及び別表２記載の事業者（以下「２６社」という。）

が，遅くとも平成２８年５月６日以降（別表３記載の

事業者にあっては，「期日」欄記載の年月日以降）共同

して行っていた，受注すべき者（以下「受注予定者」

という。）を決定し，受注予定者が受注できるように

する行為を取りやめていることを確認すること。 

(2) 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同し

て，特定データプリントサービスについて，受注予定

者を決定せず，自主的に受注活動を行うこと。 

(3) 今後，相互に，又は他の事業者と，特定データプリ

ントサービスの受注に関する情報交換を行わないこと。 

２ ２５社は，それぞれ，前項に基づいて採った措置を，

自社を除く２４社及び日本年金機構に通知し，かつ，自
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社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通

知及び周知徹底の方法については，あらかじめ，公正取

引委員会の承認を受けなければならない。 

３ ２５社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は

他の事業者と共同して，特定データプリントサービスに

ついて，受注予定者を決定してはならない。 

４ 東洋紙業株式会社，ナカバヤシ株式会社，共同印刷株

式会社，株式会社ビー・プロ及び株式会社谷口製作所（以

下「東洋紙業ほか４社」という。）は，それぞれ，次の

事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

この措置の内容については，前項で命じた措置が遵守さ

れるために十分なものでなければならず，かつ，あらか

じめ，公正取引委員会の承認を受けなければならない。 

(1) 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行

動指針の作成又は改定及び自社の従業員に対する周知

徹底 

(2) 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての，

データプリントサービスの入札に関与する者に対する定

期的な研修及び法務担当者等による定期的な監査 

５ 東洋紙業ほか４社は，第１項，第２項及び前項に基づ

いて採った措置を，２５社のうち東洋紙業ほか４社を除

く２０社は，第１項及び第２項に基づいて採った措置を，

それぞれ，速やかに公正取引委員会に報告しなければな

らない。 

理    由 

第１ 事実 

１ 関連事実 

(1) 名宛人等の概要 

ア ２５社は，それぞれ，別表１の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置

き，データプリントサービスを請け負う者である。 

イ 名宛人以外の別表２記載の事業者は，「本店の所在地」欄記載の地に本
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店を置き，データプリントサービスを請け負っていた者であるが，「期日」

欄記載の年月日以降，「事由」欄記載の事由により，データプリントサー

ビスを請け負う事業を営んでいない。 

(2) 特定データプリントサービスの発注方法等 

ア 日本年金機構は，特定データプリントサービスについて，一般競争入札

又は見積り合わせ（以下「入札等」という。）の方法により発注していた。 

また，日本年金機構は，特定データプリントサービスの大部分を，毎年，

発注していた。 

イ 日本年金機構は，一般競争入札を，１社落札入札又は複数社落札入札の

方法により行っていたところ 

(ア) １社落札入札においては，予定価格の制限の範囲内で最も低い入札価

格を提示した者を 

(イ) 複数社落札入札においては，入札参加者に，調達予定数量の範囲内で

受注予定数量及び入札価格を提示させ，予定価格の制限の範囲内の入札

価格を提示した者のうち，低い入札価格を提示した者から順次調達予定

数量に達するまでの者を 

    それぞれ受注者としていた。 

ウ 一般競争入札による受注者がいない又は一般競争入札による受注者の受

注予定数量が調達予定数量に達しない場合に，日本年金機構は，見積り合

わせを行っていたところ，見積り合わせにおいては，予定価格の制限の範

囲内で最も低い見積価格を提示した者を受注者としていた。 

２ 合意及び実施方法 

   ２６社は，遅くとも平成２８年５月６日以降（別表３記載の事業者にあって

は，「期日」欄記載の年月日以降），特定データプリントサービスについて，

受注価格の低落防止等を図るため 

(1)ア 受注予定者を決定する 

イ 受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力する 

  旨の合意の下に 

(2)ア 別表４記載の６社（以下「６社」という。）は，別表４「期間」欄記

載の期間，特定データプリントサービスごとに，別表５記載の２２社か

ら，別表５「期間」欄記載の期間における受注希望を確認する 

イ ６社は，別表４「期間」欄記載の期間，会合を開催するなどして，特定
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データプリントサービスごとに，２６社の受注希望，毎年発注される特定

データプリントサービスについては２６社の過去の受注実績，新たに発注

される特定データプリントサービスについては２６社の日本年金機構に対

する仕様の作成等への協力状況等を勘案して 

(ア) １社落札入札の特定データプリントサービスについては，受注予定者

及び受注予定者の入札価格 

(イ) 複数社落札入札の特定データプリントサービスについては，受注予定

者，受注予定者ごとの受注予定数量並びに受注予定者の中で最も高い価

格で入札を行う者及びその者の入札価格 

    を決定する 

ウ ６社は，前記イで決定した受注予定者，受注予定数量及び受注予定者の

入札価格を６社以外の入札参加者に連絡する 

エ 受注予定者は

(ア) １社落札入札の特定データプリントサービスについては，前記イで決

定した受注予定者の入札価格 

(イ) 複数社落札入札の特定データプリントサービスについては，受注予定

者の中で最も高い価格で入札を行う者は前記イで決定した入札価格及び

受注予定数量，それ以外の受注予定者は前記イで決定した受注予定者の

中で最も高い価格で入札を行う者の入札価格よりも低い価格及び受注予

定数量 

を提示する 

オ 受注予定者以外の入札参加者は

(ア) １社落札入札の特定データプリントサービスについては，前記イで決

定した受注予定者の入札価格よりも高い価格 

(イ) 複数社落札入札の特定データプリントサービスについては，前記イで

決定した受注予定者の中で最も高い価格で入札を行う者の入札価格より

も高い価格 

を提示する 

ことなどにより，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしてい

た。 

３ 実施状況等 

(1) ６社は，別表４「期間」欄記載の期間 
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ア 特定データプリントサービスの入札等に新規に参加する者に対して前記

２⑴の合意への参加を要請する 

イ 受注予定者を決定するに当たり，受注を希望する者の数が多く，受注を

希望する者を希望どおりに受注予定者にすることができない場合，受注予

定者以外の者に業務の一部又は全部を下請に出すことなどを条件にして受

注予定者とする 

ことなどにより，前記２⑴の合意の実効を確保していた。 

(2) ２６社は，前記２により，特定データプリントサービスのほとんど全てを

受注していた。 

４ 前記２の行為の取りやめ 

(1) 別表６記載の事業者は，平成３０年２月９日までに，ナカバヤシ株式会社

に対し，特定データプリントサービスを請け負う事業から撤退する旨を伝え，

別表６「期日」欄記載の日以降，特定データプリントサービスの入札等に参

加していないことから，同日以降，前記２の合意に基づき受注予定者を決定

し，受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 

(2) 令和元年１０月８日，本件について，公正取引委員会が独占禁止法第４７

条第１項第４号の規定に基づく立入検査を行ったところ，同日以降，２６社

のうち別表６記載の事業者を除く２５社は，前記２の合意に基づき受注予定

者を決定し，受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，２６社は，共同して，特定データプリントサービスにつ

いて，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることにより，

公共の利益に反して，特定データプリントサービスの取引分野における競争を

実質的に制限していたものであって，この行為は，独占禁止法第２条第６項に

規定する不当な取引制限に該当し，独占禁止法第３条の規定に違反するもので

ある。 

また，前記の違反行為は既になくなっているが，２５社については，いずれ

も，独占禁止法第７条第２項第１号に該当する者であり，違反行為が長期間に

わたって行われていたこと等の諸事情を総合的に勘案すれば，特に排除措置を

命ずる必要があると認められる。 

よって，２５社に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主文のと

おり命令する。 
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令和４年３月３日 

公 正 取 引 委 員 会 

委員長 古  谷  一  之 

委 員 山  本  和  史 

委 員 三  村  晶  子 

委 員 青  木  玲  子 

委 員 小  島  吉  晴 

注釈 《 》部分は，公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をし

たものである。 



別紙１ 

日本年金機構が一般競争入札又は見積り合わせの方法により発注する下表記

載の業務に係るデータプリントサービス 

番号 名称 

１ ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（直近１年間通知者用） 

２ ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（全期間通知者用） 

３ 複数年金受給者の年金額改定通知書等の作成及び発送準備業務 

４ 統合通知書等の作成及び発送準備業務 

５ 国民年金過年度保険料催告状兼納付書の作成及び発送準備業務 

６ 国民年金保険料納付書（７月定時分）の作成及び発送準備業務 

７ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の作成及び発送準備業務 

８ 年金振込通知書の作成及び発送準備業務（８月定期支払分） 

９ 年金振込通知書の作成及び発送準備業務（１０月定期支払分） 

１０ 年金振込通知書の作成及び発送準備業務（年間分） 

１１ 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の作成及び発送準備業務 

１２ 国民年金保険料納付書（４月定時分）の作成及び発送準備業務 

１３
国民年金保険料の年末・年度末収納対策用納付書の作成及び発送準備業

務 

１４ 国民年金保険料納付書（随時分）の作成及び発送準備業務 

１５ 公的年金等の源泉徴収票の作成及び発送準備業務 

１６
年金振込通知書の作成及び発送準備業務（６月定期支払 端数非改定者

分） 

１７ ５年後納制度のお知らせの作成及び発送準備業務 

１８ 算定基礎届等及び賞与支払届等の作成及び発送準備業務 

１９ 保険料納入告知額・領収済額通知書の作成及び発送準備業務 

２０
年金生活者支援給付金請求書（ハガキ形式のターンアラウンド請求書）の

作成及び発送準備業務 

２１
年金生活者支援給付金 支給決定通知書・不該当通知書の作成及び発送

準備業務 

２２
年金生活者支援給付金 振込通知書（定時・随時）の作成及び発送準備

業務 



別紙２ 

用語 定義 

データプリントサービス

 発注者から発注者の顧客のデータを預かり，データ

の編集・加工，印刷・印字，封入・封かん，発送準備

などを行う業務 



別表１ 名宛人目録 

番号 本店の所在地 事業者 代表者 

１ 
大阪市浪速区 原一丁

目３番１８号 
東洋紙業株式会社 代表取締役 《 氏 名 》 

２ 
大阪市中央区北浜東１

番２０号 

ナカバヤシ株式会

社 
代表取締役 《 氏 名 》 

３ 
東京都文京区小石川四

丁目１４番１２号 
共同印刷株式会社 代表取締役 《 氏 名 》 

４ 
仙台市若林区六丁の目

西町４番１号 

株式会社ビー・プ

ロ 
代表取締役 《 氏 名 》 

５ 
茨城県つくば市谷田部

４３５４番地 

株式会社谷口製作

所 
代表取締役 《 氏 名 》 

６ 
東京都港区東新橋一丁

目７番３号 

トッパン・フォー

ムズ株式会社 
代表取締役 《 氏 名 》 

７ 
東京都千代田区神田小

川町一丁目１１番地 

株式会社ディーエ

ムエス 
代表取締役 《 氏 名 》 

８ 
愛知県刈谷市小垣江町

北高根１１５番地 

小林クリエイト株

式会社 
代表取締役 《 氏 名 》 

９ 
東京都八王子市東浅川

町５５３番地 

光ビジネスフォー

ム株式会社 
代表取締役 《 氏 名 》 

１０
京都市伏見区中島中道

町１３３番地 
東洋印刷株式会社 代表取締役 《 氏 名 》 

１１

京都市中京区烏丸通御

池上ル二条殿町５５２

番地 

株式会社イセトー 代表取締役 《 氏 名 》 

１２
東京都板橋区板橋一丁

目５３番２号 

株 式 会 社 Ｔ Ｌ Ｐ

（注１） 
代表取締役 《 氏 名 》 

１３

大阪市中央区今橋二丁

目４番１０号ＥＤＧＥ

淀屋橋 

カワセコンピュー

タサプライ株式会

社 

代表取締役 《 氏 名 》 

１４
札幌市中央区南二条西

十二丁目３２４番地１

株式会社恵和ビジ

ネス 
代表取締役 《 氏 名 》 

１５
茨城県土浦市藤沢３４

９５番地１ 
株式会社タナカ 代表取締役 《 氏 名 》 

１６
東京都中央区日本橋人

形町一丁目８番４号 

株式会社ディーソ

ル 
代表取締役 《 氏 名 》 



番号 本店の所在地 事業者 代表者 

１７
横浜市西区みなとみら

い三丁目３番１号 

株式会社アイネッ

ト 
代表取締役 《 氏 名 》 

１８
東京都江戸川区臨海町

五丁目２番２号 
株式会社アテナ 代表取締役 《 氏 名 》 

１９
東京都大田区蒲田四丁

目２１番１４号 

日本電算機用品株

式会社 
代表取締役 《 氏 名 》 

２０
東京都江東区潮見二丁

目４番８号 

エースビジネスフ

オーム株式会社 
代表取締役 《 氏 名 》 

２１
埼玉県川越市芳野台一

丁目１０３番地の７ 
株式会社高速 代表取締役 《 氏 名 》 

２２
兵庫県西宮市津門稲荷

町１１番１２号 
塚田印刷株式会社 代表取締役 《 氏 名 》 

２３
新潟県南魚沼市津久野

１１１２番地１４ 

株式会社エム・エ

フ・テック（注２）
代表取締役 《 氏 名 》 

２４
京都市南区久世築山町

４５２番地４ 
株式会社田中印刷 代表取締役 《 氏 名 》 

２５
札幌市東区北十条東十

三丁目１４番地 
三条印刷株式会社 代表取締役 《 氏 名 》 

（注１）株式会社ＴＬＰは，平成３０年１０月１日付けで，商号を東京ラインプリ

ンタ印刷株式会社から現商号に変更したものである。 

（注２）株式会社エム・エフ・テックは，令和４年１月１日付けで，商号を高速紙

工業株式会社から現商号に変更したものである。 

別表２ 令和４年（措）第２号排除措置命令の名宛人以外の違反行為者 

番号 本店の所在地 事業者 期日 事由 

２６

東京都中央区日本橋

本石町三丁目２番２

号 

北越パッケー

ジ 株 式 会 社

（注） 

令和３年 

５月３１日 

別表１の番号１６の

事業者の完全子会社

にデータプリント

サービスに関する事

業の全部を譲渡 

（注）北越パッケージ株式会社は，平成３０年７月１日付けで，商号をビーエフ＆

パッケージ株式会社から現商号に変更したものである。 



別表３ 名宛人中，合意に途中参加した事業者 

番号 事業者 期日 

２５ 三条印刷株式会社 平成２９年４月７日 

別表４  

番号 事業者 期間 

１ 東洋紙業株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から 

令和元年１０月７日までの間 

２ ナカバヤシ株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から 

令和元年１０月７日までの間 

３ 共同印刷株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から 

令和元年１０月７日までの間 

４ 株式会社ビー・プロ 
遅くとも平成２８年５月６日から 

令和元年１０月７日までの間 

５ 株式会社谷口製作所 
平成２８年１１月頃から 

令和元年１０月７日までの間 

２６ 北越パッケージ株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から 

同年９月末頃までの間 

別表５  

番号 事業者 期間 

５ 株式会社谷口製作所 
遅くとも平成２８年５月６日から

同年１０月末頃までの間 

６ トッパン・フォームズ株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

７ 株式会社ディーエムエス 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

８ 小林クリエイト株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

９ 光ビジネスフォーム株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１０ 東洋印刷株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 



番号 事業者 期間 

１１ 株式会社イセトー 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１２ 株式会社ＴＬＰ 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１３ カワセコンピュータサプライ株式会社
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１４ 株式会社恵和ビジネス 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１５ 株式会社タナカ 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１６ 株式会社ディーソル 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１７ 株式会社アイネット 
遅くとも平成２８年５月６日から

平成３０年２月９日までの間 

１８ 株式会社アテナ 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

１９ 日本電算機用品株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２０ エースビジネスフオーム株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２１ 株式会社高速 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２２ 塚田印刷株式会社 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２３ 株式会社エム・エフ・テック 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２４ 株式会社田中印刷 
遅くとも平成２８年５月６日から

令和元年１０月７日までの間 

２５ 三条印刷株式会社 
平成２９年４月７日から 

令和元年１０月７日までの間 

２６ 北越パッケージ株式会社 
平成２８年１０月頃から 

令和元年１０月７日までの間 



別表６ 名宛人中，合意から離脱した事業者 

番号 事業者 期日 

１７ 株式会社アイネット 平成３０年２月１０日 

（注）別表３から別表６までの「番号」欄記載の番号は，別表１及び別表２「番号」

欄記載の番号に対応するものである。 


